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　所信表明を行う宮本市長

　

事
業
検
証
審
議
会
設
置
の
条
例
改
正
案
を
否
決
し

　
　
　
　
　
　

補
正
予
算
を
修
正
す
る
な
ど
慎
重
に
審
議

第3回定例会

　
平
成
２８
年
第
３
回
定
例
会
は
、
９
月
７
日
に
開
会

し
、
宮
本
市
長
か
ら
市
政
運
営
に
対
し
て
の
所
信
表

明
が
あ
り
、
市
長
提
出
議
案
２１
件
に
つ
い
て
慎
重
に

審
議
し
ま
し
た
。

　
こ
の
結
果
、
決
算
認
定
２
件
及
び
議
案
第
５５
号
は
、

決
算
特
別
委
員
会
を
設
置
の
上
、
付
託
し
、
閉
会
中

の
継
続
審
査
と
な
り
、
附
属
機
関
の
設
置
条
例
は
否

決
、
一
般
会
計
補
正
予
算
は
修
正
可
決
、
そ
の
他
の

議
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
及
び
同
意
し
、
９
月
３０

日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

　
事
業
検
証
の
目
的
は
。

　
市
政
の
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切
る

に
当
た
り
、
前
市
政
に
お
い
て
政
策

的
に
判
断
さ
れ
新
た
に
開
始
さ
れ
た

事
業
に
つ
い
て
、
本
当
に
市
民
か
ら

求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
市
民
目
線

で
市
が
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
業
で
あ
る
の
か
、
一
度
立
ち
ど

ま
っ
て
振
り
返
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
の
趣
旨
で
あ
る
。

　
審
議
会
で
は
、
各
事
業
に
つ
い
て

市
民
ご
意
見
番
に
よ
る
市
民
の
評
価

も
含
め
た
事
務
事
業
に
関
す
る
資
料

を
活
用
し
た
上
で
、
改
め
て
客
観
的

な
振
り
返
り
と
検
証
を
行
っ
て
も
ら

い
た
い
と
考
え
て
お
り
、
今
後
の
事

業
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
審
議
会

の
答
申
を
踏
ま
え
、
総
合
的
に
判
断

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
委
員
の
選
任
方
法
及
び
人
数
は
。

　
新
た
な
観
点
か
ら
事
業
の
検
証
を

し
て
も
ら
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で

本
市
の
事
業
や
附
属
機
関
に
お
い
て

か
か
わ
り
の
な
い
、
３
名
の
外
部
委

員
を
予
定
し
て
い
る
。

　
審
議
会
の
流
れ
は
。

　
議
会
の
議
決
後
、
１０
月
中
旬
ご
ろ

に
は
第
１
回
審
議
会
を
開
き
、
当
該

審
議
会
に
諮
問
し
、
各
種
資
料
に
よ

る
調
査
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て

事
業
の
立
案
等
に
関
与
し
た
職
員
へ

の
聞
き
取
り
な
ど
を
行
っ
て
も
ら
う

予
定
で
、
１２
月
中
に
は
答
申
を
提
出

し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
た
、会
議
の
開
催
に
つ
い
て
は
、

８
回
を
見
込
ん
で
い
る
。

　
対
象
事
業
数
は
。

　
検
証
の
対
象
と
し
て
は
、
お
よ
そ

過
去
１０
年
間
の
事
業
計
画
に
お
い
て

採
択
さ
れ
た
お
お
む
ね
４
０
０
の
新

規
事
業
等
と
考
え
て
い
る
。

　
４
０
０
事
業
を
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
見

直
す
と
の
こ
と
だ
が
、
２
カ
月
半
で

は
十
分
に
検
証
で
き
な
い
の
で
は
。

　
タ
イ
ト
な
日
程
で
は
あ
る
が
、
新

年
度
の
予
算
に
反
映
し
た
い
と
考
え

て
い
る
た
め
、
１２
月
中
に
は
答
申
を

得
る
べ
く
、
日
程
調
整
を
し
、
手
法

等
に
つ
い
て
、
調
整
を
図
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

事
業
検
証
審
議
会
設
置
の

　
　

条
例
改
正
案
を
否
決

　
門
真
市
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
は
、
本
市
が
実
施

す
る
事
務
事
業
の
継
続
の
可
否
を
検
証

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
の

調
査
審
議
に
関
す
る
事
務
を
担
任
す
る

門
真
市
事
務
事
業
継
続
検
証
審
議
会
を

設
置
す
る
と
と
も
に
、
附
属
機
関
の
委

員
の
報
酬
額
を
定
め
る
も
の
で
す
。

（
議
決
結
果
）反
対
討
論
の
後
、　
　

　
　
　
　
　

賛
成
少
数
で
否
決

（
総
務
建
設
常
任
委
員
会 

審
査
概
要
）

（
そ
の
他
の
質
疑
）

・
１
回
の
審
議
会
で
５０
も
の
事
業
を
審

議
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か

・
３
名
の
外
部
委
員
に
市
民
が
い
な
い

こ
と
に
つ
い
て　
な
ど

問答

答答 問 問 答 問問答

・
極
め
て
タ
イ
ト
な
日
程
で

　
有
効
・
効
率
的
な
検
証
を

　
得
る
に
は
不
十
分

・
審
議
会
任
せ
で
、
市
長
の

　
当
事
者
責
任
を
審
議
会
に

　
振
ろ
う
と
し
て
い
る

・
外
部
委
員
の
市
民
不
参
加

※
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
、

　
事
業
検
証
審
議
会
設
置
の

　
条
例
改
正
案
は
否
決
さ
れ
、

　
次
ペ
ー
ジ
に
記
載
の
補
正

　
予
算
に
対
す
る
修
正
案
が

　
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

討
論
の
内
容
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２８
年
度
補
正
予
算

（
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
６
号
））

　
今
回
の
補
正
予
算
で
、
同
園
に
か

か
わ
る
総
額
は
幾
ら
に
な
る
の
か
。

　
工
事
請
負
費
の
総
額
を
１
億
４
７

５
０
万
７
０
０
０
円
増
額
し
、
９
億

８
５
３
６
万
６
０
０
０
円
と
な
る
。

　
同
園
の
施
設
概
要
は
。

　
整
備
場
所
は
、
千
石
西
町
の
門
真

団
地
内
で
、
全
体
の
広
さ
は
約
２
８

０
０
㎡
の
土
地
を
予
定
し
て
い
る
。

建
物
概
要
は
鉄
骨
造
の
２
階
建
て
、

延
べ
床
面
積
約
２
３
０
０
㎡
、
園
舎

の
１
階
に
は
０
歳
児
か
ら
２
歳
児
の

保
育
室
、
調
理
室
、
ラ
ン
チ
ル
ー
ム

を
兼
ね
た
多
目
的
室
、
子
育
て
支
援

室
や
事
務
室
等
を
配
置
し
、
２
階
に

は
３
歳
児
か
ら
５
歳
児
の
保
育
室
や

遊
戯
室
等
を
配
置
す
る
こ
と
と
し
て

　
対
象
者
と
実
施
方
法
は
。

　
対
象
は
２８
年
４
月
１
日
以
降
に
出

生
し
た
生
後
１
歳
に
至
る
ま
で
の
乳

児
で
、
１
歳
ま
で
に
３
回
の
接
種
が

必
要
で
あ
り
、
１
回
目
の
接
種
か
ら

２７
日
以
上
あ
け
て
２
回
目
を
、
１
回

目
の
接
種
か
ら
１
３
９
日
以
上
あ
け

て
３
回
目
を
接
種
し
て
も
ら
う
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
医
療
機
関
で
の
個

　
個
人
番
号
の
通
知
カ
ー
ド
を
紛
失

し
た
時
の
対
応
は
。

　
通
知
カ
ー
ド
の
紛
失
に
関
す
る
問

い
合
わ
せ
等
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

通
知
カ
ー
ド
を
有
料
で
再
交
付
で
き

る
こ
と
及
び
通
知
カ
ー
ド
紛
失
届
を

提
出
の
上
、
無
料
で
個
人
番
号
カ
ー

ド
を
申
請
す
る
方
法
な
ど
、
要
望
に

応
じ
た
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の

上
で
、
通
知
カ
ー
ド
の
再
発
行
を
希

望
し
、
早
急
に
個
人
番
号
の
確
認
が

必
要
な
市
民
に
は
、
申
請
か
ら
交
付

（
文
教
常
任
委
員
会 

審
査
概
要
）

い
る
。
園
庭
は
約
７
８
０
㎡
の
広
さ

を
確
保
し
、植
栽
や
菜
園
ス
ペ
ー
ス
、

遊
具
施
設
を
設
け
る
予
定
で
あ
る
。

　
定
員
設
定
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

　
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
は
、
現

在
の
市
立
南
幼
稚
園
と
南
保
育
園
の

在
園
児
分
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

待
機
児
童
の
多
い
０
歳
児
か
ら
２
歳

児
に
つ
い
て
若
干
名
の
定
員
を
拡
充

し
て
お
り
、
全
体
で
２
６
０
名
程
度

の
定
員
を
想
定
し
て
い
る
。

　
保
育
定
員
と
し
て
は
、
南
保
育
園

の
定
員
１
８
０
名
に
対
し
、
新
施
設

で
は
０
歳
児
か
ら
２
歳
児
を
若
干
名

増
加
し
１
９
０
名
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、幼
稚
園
定
員
に
つ
い
て
は
、

現
在
の
南
幼
稚
園
の
定
員
は
１
３
０

名
を
設
定
し
て
い
る
も
の
の
、
過
去

５
年
の
定
員
充
足
率
が
３０
％
前
後
で

推
移
し
て
お
り
、
新
施
設
で
は
７０
名

と
し
て
い
る
。

　
な
お
、
３
歳
児
に
つ
い
て
は
、
保

護
者
の
就
労
状
況
に
よ
ら
ず
転
園
す

（
そ
の
他
の
質
疑
）

・
南
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
年
齢
ご

と
の
内
訳
や
保
育
室
の
配
置

・
幼
児
教
育
推
進
事
業
に
お
け
る
今
後

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル　
な
ど

る
必
要
が
な
い
認
定
こ
ど
も
園
の
特

色
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
５
名
の
幼

稚
園
定
員
を
設
定
し
て
い
る
。

　
幼
稚
園
部
分
の
子
ど
も
た
ち
も
希

望
す
れ
ば
給
食
を
食
べ
ら
れ
る
よ
う

に
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

　

同
じ
園
で
生
活
す
る
子
ど
も
に

と
っ
て
、
同
様
の
生
活
を
送
る
こ
と

が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。

　
給
食
室
は
、
２
６
０
人
の
園
児
全

員
に
対
応
で
き
る
調
理
施
設
を
予
定

し
て
お
り
、
給
食
費
の
利
用
者
負
担

は
発
生
す
る
も
の
の
、
給
食
の
提
供

を
希
望
す
る
幼
稚
園
定
員
の
子
ど
も

へ
の
提
供
を
想
定
し
て
い
る
。

（
民
生
常
任
委
員
会 

審
査
概
要
）

別
接
種
と
し
て
実
施
の
た
め
、
事
前

に
実
施
医
療
機
関
に
予
約
の
上
、
接

種
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。

　
１
歳
を
過
ぎ
た
場
合
の
接
種
方
法

は
。

　
同
ワ
ク
チ
ン
は
、
１
歳
ま
で
に
３

回
の
接
種
を
完
了
し
た
場
合
に
定
期

接
種
の
対
象
に
な
る
と
さ
れ
て
お

り
、
１
歳
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
任
意

接
種
と
な
り
実
費
負
担
と
な
る
。
そ

の
た
め
接
種
期
間
の
短
い
４
月
生
ま

れ
の
乳
児
等
に
対
し
て
は
、
早
期
に

個
別
通
知
を
開
始
し
１
歳
ま
で
に
完

了
し
て
も
ら
え
る
よ
う
努
め
る
。

　
再
度
工
期
変
更
し
た
理
由
は
。

　
２８
年
３
月
議
会
後
、
不
明
障
害
物

の
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
鋼
製

く
い
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
現
場

状
況
か
ら
障
害
物
を
掘
削
し
て
撤
去

す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
。
そ

の
対
策
工
事
と
し
て
５
月
中
旬
に
推

進
機
を
発
進
立
て
坑
ま
で
引
き
戻
し

を
実
施
し
た
が
、
試
験
的
に
１.２
ｍ
引

き
抜
い
た
と
こ
ろ
、
道
路
の
陥
没
事

故
が
発
生
し
た
た
め
、
工
事
を
中
止

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
今
後
の

ま
で
数
週
間
程
度
を
要
す
る
こ
と
か

ら
、
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
た
住
民

票
を
請
求
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
、

個
人
番
号
の
確
認
を
し
て
も
ら
っ
て

い
る
。

（
そ
の
他
の
質
疑
）

・
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
が
定
期
予
防
接

種
の
対
象
に
な
っ
た
経
緯

・
同
ワ
ク
チ
ン
の
供
給
状
況　
な
ど

　
公
共
下
水
道
島
頭
第
１
管
渠き

ょ
築
造
工

事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

は
、
平
成
２７
年
６
月
１９
日
門
真
市
議
会

第
２
回
定
例
会
に
お
い
て
議
決
の
あ
っ

た
公
共
下
水
道
島
頭
第
１
管
渠き

よ

築
造
工

事
請
負
契
約
に
つ
い
て
、
工
期
「
議
会

の
議
決
の
あ
っ
た
日
か
ら
平
成
２８
年
９

月
３０
日
ま
で
」を「
議
会
の
議
決
の
あ
っ

た
日
か
ら
平
成
２９
年
３
月
３１
日
ま
で
」

に
改
め
る
も
の
で
す
。

（
議
決
結
果
）全
員
異
議
な
く
可
決

（
総
務
建
設
常
任
委
員
会 

審
査
概
要
）

　
以
上
の
審
査
を
踏
ま
え
て
、
左
記
の

と
お
り
附
帯
決
議
を
付
し
ま
し
た
。

工
事
継
続
に
向
け
た
再
検
討
を
行
う

た
め
、
再
度
工
期
変
更
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
新
た
な
経
費
や
期
間
が
発
生
す
る

の
か
。
ま
た
、
３
月
３１
日
ま
で
に
終

わ
る
の
か
。

　
工
法
検
討
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、

新
た
な
特
殊
工
法
へ
の
変
更
に
よ

り
、
相
当
の
期
間
や
経
費
を
要
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
３
月
３１
日

ま
で
の
完
了
を
目
指
し
全
力
で
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
議
会
事
務
局
で
は
、
平
成
２８
年

度
の
「
市
政
の
し
お
り
（
市
政
概

要
の
冊
子
）
」
を
９
月
に
発
行
し

ま
し
た
。

　
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
図
書

館
、
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
別

館
１
階
）

な
ど
で
、

ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

　（仮称）市立南認定こども園のイメージ

Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン　
　
　
　
　

　
　
　

定
期
予
防
接
種
の
対
象
へ

問答

通
知
カ
ー
ド
・
個
人
番
号
カ
ー
ド

　
　

交
付
事
業
費
補
助
金
を
追
加

問答

問答

問

答 問答

問答答

問答

問答

問

「市政のしおり」を発行

（
仮
称
）
市
立
南
認
定
こ
ど
も
園

　
　
　
　
　

３０
年
４
月
に
開
設
へ

公
共
下
水
道
島
頭
第
１
管
渠き

ょ

築
造

　
　
　
　
　

工
事
の
工
期
延
長
へ

（
修
正
内
容
）議
案
第
６１
号
に
お
け
る　

　
　
　
　
　

附
属
機
関
の
設
置
に
係　

　
　
　
　
　

る
予
算
を
減
額

（
議
決
結
果
）原
案
及
び
修
正
案
に
反

　
　
　
　
　

対
・
賛
成
討
論
の
後
、

　
　
　
　
　

修
正
案
及
び
修
正
議
決

　
　
　
　
　

し
た
部
分
を
除
く
そ
の

　
　
　
　
　

他
の
部
分
の
原
案
を
可

　
　
　
　
　

決

　当初の契約を平成27年 6 月19日に可決し、そ
の後、工事内容や工事状況の変更により、平成
27年12月17日に契約金額の増額、平成28年 3 月
24日に工期延長の変更契約を行っている。
　これらの変更契約に加え、今回の工期延長に
ついては、周辺住民への影響などを考慮し、安全
性を確保の上、早期に工事を完了できるよう適
切な措置を講じること。

　　公共下水道島頭第１管渠
きよ

築造工事請負
　　契約の一部改正に対する附帯決議
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人
事
案
件
に
同
意

　
国
か
ら
示
さ
れ
た
保
育
士
配
置
の

特
例
の
目
的
と
そ
の
内
容
は
。

　
門
真
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
は
、
児
童
福

祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
及
び
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
等
の
施
行
に
伴
い
、
保
育
士

の
配
置
要
件
を
緩
和
し
避
難
用
階
段
に

関
す
る
設
備
基
準
を
改
め
る
も
の
で
す
。

（
議
決
結
果
）反
対
・
賛
成
討
論
の
後
、

　
　
　
　
　

賛
成
多
数
で
可
決

（
文
教
常
任
委
員
会 

審
査
概
要
）

校
教
諭
、
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状

を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
３
分

の
１
以
内
で
の
活
用
を
可
能
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
保
育
士
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験

を
有
す
る
者
と
認
定
さ
れ
る
た
め
の

研
修
期
間
と
本
市
の
認
定
者
数
は
。

　
認
定
に
必
要
な
、
子
育
て
支
援
員

研
修
の
う
ち
、
地
域
型
保
育
コ
ー
ス

の
研
修
内
容
と
し
て
は
、
基
本
研
修

が
８
科
目
、
８
時
間
、
専
門
研
修
と

し
て
１８
科
目
で
２１
か
ら
２２
時
間
に
加

え
、
見
学
実
習
が
２
日
間
あ
り
、
全

体
で
８
日
間
の
受
講
が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
２７
年
度
に
門
真
市
で
開
催

し
た
研
修
で
、
同
コ
ー
ス
を
終
了
し
、

子
育
て
支
援
員
と
し
て
認
定
さ
れ
た

の
は
８
人
で
あ
る
。

　
長
時
間
開
所
の
事
業
所
は
基
準
の

引
き
下
げ
で
は
な
い
の
か
。

　
長
時
間
開
所
の
場
合
に
お
い
て
も

追
加
的
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
保
育
士
の
範
囲
内
で
の
限
定
的
な

運
用
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
子
育

て
支
援
員
の
資
格
等
一
定
の
要
件
を

求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
改
正

に
よ
り
保
育
の
質
が
低
下
す
る
も
の

と
は
考
え
て
な
い
。

〈
副
市
長
の
選
任
〉

　
堺
市
南
区
新
檜
尾
台

　
　
　
　
　
　
４
丁
２３
番
７
号

　
　

中な
か　

迫さ
こ　

悟さ
と　

志し

〈
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任
命
〉

　
富
田
林
市
向
陽
台
３
丁
目

　
　
　
　
　
　
３
番
８

︱
３
０
４
号

　
　

久く　

木き　

元も
と　

秀
し
ゅ
う　

平へ
い

　
以
上
の
２
件
の
人
事
案
件
は
、
欠
員

に
伴
い
、
提
案
さ
れ
た
も
の
で
、
い
ず

れ
も
選
任
等
に
同
意
し
ま
し
た
。

〈
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
〉

　
堺
市
北
区
中
百
舌
鳥
町

　
　
　
　
　
　
１
丁
６３
番
地
２７

　
　

桜
さ
く
ら　

井い　

智ち　

恵え　

子こ

　
門
真
市
宮
前
町
１８
番
６
号

　
　

髙た
か　

橋は
し　

　

元は
じ
め

　　
以
上
の
２
件
の
人
事
案
件
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
委
員
の
任
期
が
２８
年
９
月
３０
日

を
も
っ
て
満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
提

案
さ
れ
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
任
命
に

同
意
し
ま
し
た
。

家
庭
的
保
育
事
業
等
の　
　

保
育
士
の
配
置
条
件
を
緩
和

　
待
機
児
童
の
解
消
に
向
け
、
全
国

的
に
保
育
定
員
の
拡
充
が
急
速
に
進

め
ら
れ
て
い
る
中
で
、
深
刻
な
保
育

士
不
足
へ
の
対
応
や
、
保
育
士
の
労

働
環
境
を
改
善
し
就
業
の
継
続
を
支

援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

保
育
士
の
配
置
に
係
る
特
例
は
３
点

あ
り
、
１
点
目
は
、
子
ど
も
が
少
な

い
時
間
帯
に
お
い
て
、
保
育
士
２
人

の
う
ち
の
１
人
に
つ
い
て
は
、
保
育

士
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す

る
者
の
配
置
を
可
能
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
２
点
目
は
、
長
時
間
開
所
す
る
際

に
必
要
と
な
る
保
育
士
に
つ
い
て
も
、

基
準
上
必
要
な
保
育
士
数
の
３
分
の

１
以
内
で
、
保
育
士
と
同
等
の
知
識

及
び
経
験
を
有
す
る
者
の
配
置
を
可

能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
３
点
目
は
、
幼
稚
園
教
諭
、
小
学

（
そ
の
他
の
質
疑
）

・
幼
稚
園
教
諭
や
小
学
校
教
諭
の
活
用

が
規
定
さ
れ
て
な
い
経
緯

・
市
内
で
働
く
保
育
士
へ
の
優
遇
策
な

ど
の
考
え
は　
な
ど

 委 員 長 後藤　太平
 副委員長 池田　治子

 委　　員
 （議席順）

松本　京子
土山　重樹
五味　聖二
豊北　裕子
高橋　嘉子

　
今
回
の
定
例
会
に
提
案
さ
れ
た
平
成

２７
年
度
の
門
真
市
歳
入
歳
出
決
算
認
定
、

水
道
事
業
剰
余
金
の
処
分
及
び
水
道
事

業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、
慎
重

に
審
査
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
決
算

特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
閉
会
中
の
継

続
審
査
を
付
託
し
ま
し
た
。

問

答

問問答 答

決算特別委員会委員構成 　
　
　
　
　

特
別
委
員
会
設
置

決
算

○傍聴の受付など（誰でも無料で傍聴可能）

■平成28年第４回定例会の開催予定
（日程は都合により変更となる場合あり）

○議案書の無償提供

と　　　き 内　　　容

１２月

５日（月）

午前１０時から

本 会 議

６日（火） 総務建設常任委員会

７日（水） 民生常任委員会

８日（木） 文教常任委員会

１５日（木） 本 会 議（一般質問）

１６日（金） 本 会 議（一般質問）

本 会 議 常任委員会

受付時間 開催予定時刻の３０分前から

受付場所 市役所本館１階議場前 市役所本館４階議会事務局

定　　員
（先着順）

一般席３２人　　　　
車椅子使用者席３人 １０人

　定例会最終日の本会議終了後、議場前にて議案書の無償提供（先着
１０人、１人１部）を行っていますので、ご希望の方は受付担当者まで、
お申し出下さい。

　昨年度の歳入歳出予算の執行実績である決算に

ついて、その内容を審査した上で、収入と支出が

適法かつ正当に行われたかどうかを確認するため、

その都度設置される委員会です。

決算特別委員会とは？
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門
真
市
の
現
状
認
識
に
つ
い
て

　
　
本
市
の
財
政
に
つ
い
て
の
認
識
は
。

　
　
こ
れ
ま
で
の
財
政
状
況
に
つ
い
て

は
、
法
人
市
民
税
の
大
幅
な
落
ち
込
み

等
の
歳
入
環
境
の
悪
化
に
加
え
て
、
歳

出
面
で
は
行
政
需
要
の
伸
び
と
と
も
に
、

収
支
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
幅
に
崩
れ
た
財

政
構
造
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、

国
民
健
康
保
険
事
業
が
、
約
６０
億
円
の

累
積
赤
字
を
抱
え
て
い
る
状
況
も
あ
り
、

２１
年
度
に
は
、
民
間
会
社
の
倒
産
に
当

た
る
財
政
健
全
化
団
体
に
転
落
す
る
見

通
し
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
向
上
を
行
い
得
る
、

財
政
構
造
の
健
全
化
に
向
け
た
改
革
を

確
実
な
も
の
と
し
、
将
来
の
展
望
を
確

立
す
る
た
め
、
１７
年
１２
月
に
策
定
さ
れ

た
門
真
市
行
財
政
改
革
大
綱
等
に
基
づ

く
行
財
政
改
革
に
よ
り
、
民
間
活
力
の

導
入
、
少
人
数
行
政
へ
の
変
革
等
を
行

い
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
で
高
い
効
率
性
を

持
っ
た
行
財
政
運
営
体
制
を
再
構
築
し
、

早
期
健
全
化
団
体
に
転
落
必
至
で
あ
っ

た
連
結
実
質
赤
字
比
率
の
解
消
を
実
現

し
、
政
策
的
な
事
業
へ
の
積
極
的
な
投

資
も
行
い
得
る
財
政
構
造
に
転
換
さ
れ

つ
つ
も
、
い
ま
だ
、
多
く
の
課
題
が
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化 　
　

に
つ
い
て

　
　
市
長
の
公
約
で
あ
り
、
看
板
政
策

の
一
つ
で
あ
る
幼
児
教
育
・
保
育
の
無

償
化
の
内
容
と
そ
の
財
政
負
担
額
は
。

　
　
人
間
形
成
に
と
っ
て
重
要
な
時
期

に
、
全
て
の
子
ど
も
が
質
の
高
い
教
育

・
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
環
境

整
備
を
目
指
し
、
ま
ず
は
、
保
育
所
、

幼
稚
園
及
び
認
定
こ
ど
も
園
を
利
用
す

る
本
市
の
５
歳
児
を
対
象
に
、
保
育
料

の
完
全
無
償
化
を
考
え
て
い
る
。

　
市
の
財
政
負
担
は
、
お
お
む
ね
年
額

１
億
３
０
０
０
万
円
の
増
額
を
見
込
ん

で
お
り
、
今
後
、
子
ど
も
・
子
育
て
会

議
で
の
議
論
等
も
踏
ま
え
つ
つ
、
早
期

の
実
施
に
向
け
、
詳
細
な
検
討
を
行
っ

て
い
く
。
実
施
後
に
つ
い
て
も
無
償
化

の
範
囲
拡
大
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

福
祉
政
策
に
つ
い
て

　
　
２
０
２
５
年
に
向
け
て
、
国
に
お

い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介

護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
、

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
急

が
れ
て
い
る
が
、
本
市
に
お
け
る
新
総

合
事
業
及
び
介
護
保
険
の
現
状
に
つ
い

て
の
認
識
は
。

　
　
介
護
保
険
制
度
の
定
着
に
よ
る
サ

ー
ビ
ス
利
用
の
増
加
に
伴
い
、
保
険
料

負
担
も
増
加
し
て
き
て
い
る
。
今
後
、

持
続
可
能
な
制
度
と
す
る
た
め
、
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
負
担

の
公
平
化
に
向
け
た
改
革
が
進
め
ら
れ
、

予
防
給
付
の
訪
問
介
護
及
び
通
所
介
護

が
新
総
合
事
業
に
移
行
す
る
こ
と
と
な

っ
て
お
り
、
現
在
、
事
業
者
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
内
容
・
基

準
の
検
討
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
地
域
支
援
事
業
の
見
直
し
で

は
、
地
域
特
性
に
応
じ
、
多
様
な
サ
ー

ビ
ス
や
事
業
が
展
開
で
き
る
こ
と
か
ら
、

適
切
な
役
割
分
担
・
連
携
が
重
要
と
認

識
し
て
い
る
。
今
後
は
、
高
齢
者
が
自

立
し
た
生
活
を
営
め
る
よ
う
、
関
係
機

関
と
連
携
し
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
体

制
の
整
備
等
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
本
市
は
移
動
支
援
や
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
等
の
提
供
事
業
所
が
少
な
く
、
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
が
で
き
な
い
こ
と
が
多

い
こ
と
か
ら
、
環
境
整
備
を
望
む
切
実

な
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
今

後
の
障
が
い
者
施
策
の
見
解
は
。

　
　

国
や
府
、
市
の
計
画
に
お
い
て
、

施
設
や
病
院
か
ら
地
域
生
活
へ
の
移
行

を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
本

市
は
北
河
内
７
市
の
中
で
も
、
地
域
に

お
け
る
受
け
皿
と
な
る
社
会
資
源
が
少

な
い
状
況
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
障
が
い
者
の
高
齢

化
、
重
度
化
や
親
亡
き
後
を
見
据
え
て
、

障
が
い
者
が
住
み
な
れ
た
地
域
で
安
心

し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
、
さ
ま
ざ

ま
な
支
援
を
切
れ
目
な
く
提
供
で
き
る

仕
組
み
を
構
築
す
る
た
め
、
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
を
初
め
、
短
期
入
所
、
相
談
支

援
等
、
居
住
支
援
の
た
め
の
機
能
を
集

約
し
た
、
多
機
能
拠
点
整
備
型
の
地
域

生
活
支
援
拠
点
を
３０
年
度
に
開
設
予
定

で
あ
る
。

　
今
後
も
引
き
続
き
、
社
会
資
源
の
整

備
拡
充
等
、
障
が
い
者
の
生
き
が
い
あ

る
暮
ら
し
と
自
立
を
支
援
す
る
施
策
の

充
実
に
向
け
、
鋭
意
取
り
組
ん
で
い
く
。

産
業
振
興
に
つ
い
て

　
　
本
市
は
中
小
企
業
の
支
援
と
し
て

カ
ド
マ
イ
ス
タ
ー
の
認
定
な
ど
を
実
施

し
て
き
た
が
、
新
た
な
企
業
誘
致
も
含

め
今
後
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
の
か
。

　
　
こ
れ
ま
で
中
小
企
業
の
振
興
を
図

る
た
め
、
カ
ド
マ
イ
ス
タ
ー
を
探
せ
！

事
業
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
取
り
組

ん
で
き
た
。
企
業
誘
致
に
関
し
て
は
、

も
の
づ
く
り
企
業
立
地
促
進
制
度
を
活

用
し
、
今
後
も
企
業
誘
致
の
取
り
組
み

を
進
め
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ら
の
事
業

に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
一
定
の
役
割
を

果
た
し
て
き
た
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、

企
業
ニ
ー
ズ
等
を
踏
ま
え
、
よ
り
効
果

的
な
実
施
方
法
を
検
討
し
、
今
後
の
企

業
支
援
を
進
め
て
い
き
た
い
。

今
後
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

　
　
府
営
住
宅
の
本
市
へ
の
移
管
に
つ

い
て
は
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
を
考
え

る
と
魅
力
の
あ
る
話
で
あ
る
。
移
管
と

な
る
と
、
市
営
住
宅
と
の
整
合
性
、
家

賃
や
申
し
込
み
条
件
な
ど
問
題
点
や
協

議
事
項
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
移
管
の

メ
リ
ッ
ト
は
。

　
　

府
営
住
宅
の
移
管
に
つ
い
て
は
、

住
民
よ
り
、
高
齢
化
に
伴
う
地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
存
続
等
に
つ
い
て
、
危
機

感
を
強
く
感
じ
て
い
る
と
の
声
を
聞
き
、

市
に
お
い
て
具
体
の
検
討
を
す
べ
き
も

の
と
考
え
、
公
約
に
掲
げ
た
。　
　
　

　
府
営
住
宅
へ
の
新
婚
・
子
育
て
世
帯

の
呼
び
込
み
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
用

方
策
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
や
、
今
後
の

魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
へ
の
展
望
が
持

て
る
観
点
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
移
管
に

向
け
た
協
議
の
中
で
十
分
に
検
討
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
北
部
密
集
市
街
地
に
お
け
る
、
こ

れ
ま
で
の
取
り
組
み
の
評
価
と
今
後
の

方
針
は
。

　
　
本
市
の
北
部
地
区
に
は
、
防
災
性

や
居
住
環
境
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
約

４
６
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
密
集
市
街
地
が

形
成
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
密
集
市
街
地
を
解
消
す
る

た
め
、
住
宅
市
街
地
総
合
整
備
事
業
を

活
用
し
、
老
朽
建
築
物
等
の
除
却
や
公

共
施
設
の
整
備
を
行
い
、
こ
れ
ま
で
に

７
地
区
が
面
整
備
事
業
に
よ
り
完
成

し
て
お
り
、
防
災
性
は
着
実
に
向
上
し
、

住
環
境
も
改
善
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
今
後
も
引
き
続
き
、
国
等
か
ら
の
特

定
財
源
を
有
効
に
活
用
し
な
が
ら
事
業

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
今
年
度
に
は

新
た
な
取
り
組
み
と
し
て
、
府
市
連
携

の
も
と
、
延
焼
遮
断
帯
と
し
て
の
機
能

を
持
た
せ
る
た
め
、
寝
屋
川
大
東
線
の

一
部
区
間
の
整
備
に
着
手
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
建
て
か
え
の
際
に
燃
え
に
く

い
建
物
と
な
る
よ
う
、
防
災
街
区
整
備

地
区
計
画
を
策
定
し
、
こ
れ
ま
で
の
事

業
手
法
と
新
た
な
規
制
誘
導
に
よ
り
手

法
の
拡
充
を
図
り
、
よ
り
一
層
災
害
に

強
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
。

女
性
の
活
躍
に
つ
い
て

　
　
女
性
の
視
点
が
あ
ら
ゆ
る
分
野
で

不
可
欠
な
時
代
で
あ
り
、
本
市
に
お
い

て
も
女
性
職
員
の
活
躍
の
推
進
に
関
す

る
特
定
事
業
主
行
動
計
画
が
策
定
さ
れ

た
。
女
性
の
活
躍
推
進
に
今
後
も
市
役

所
が
主
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
が
、
今
後
の
取
り
組
み
は
。

　
　
２８
年
３
月
に
策
定
し
た
女
性
活
躍

推
進
法
に
基
づ
く
特
定
事
業
主
行
動
計

画
に
基
づ
き
、
女
性
職
員
の
活
躍
を
推

進
し
て
い
く
こ
と
は
、
行
政
の
み
な
ら

ず
、
社
会
全
体
に
活
力
を
与
え
る
こ
と

に
も
つ
な
が
る
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、

管
理
職
を
初
め
と
す
る
職
員
へ
の
研
修

や
、
女
性
職
員
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援

な
ど
、
さ
ら
な
る
取
り
組
み
を
進
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
９
月
１５
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
各
会
派
の
代
表
者

４
名
が
所
信
表
明
に
対
す
る
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

　
主
な
質
問
と
答
弁
の
要
旨
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

（
大
会
派
・
公
党
順
）

公　

明　

党

　武田　朋久
質問者

松
本　

京
子

後
藤　

太
平

岡
本　

宗
城

内
海　

武
寿

高
橋　

嘉
子

春
田　

清
子

門真市議会 インターネット中継 検索

　市議会ホームページでは、本会議
録画中継を閲覧できます。

代
表
質
問

所信表明については、広報かどま１０月号又は、
市ホームページをご覧ください。

問答

問答

問答問

答答 問

問 問

問

答 答

答
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問問 答答 選
挙
ビ
ラ
及
び
選
挙
公
報
の
記
述

に
つ
い
て

　
　
市
長
の
選
挙
ビ
ラ
及
び
選
挙
公
報

に
、「
市
長
退
職
金
、
ゼ
ロ
へ
！
」
と

あ
る
が
、
市
長
退
職
金
は
園
部
前
市
長

時
代
よ
り
不
支
給
で
あ
っ
た
こ
と
及
び

そ
の
経
過
に
つ
い
て
、「
認
識
し
て
い

た
」
こ
と
に
間
違
い
な
い
か
。

　
ま
た
、
市
長
選
挙
時
、
市
長
報
酬
が

既
に
２５
％
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
た
こ
と
も

知
っ
て
い
た
の
か
。

　
３
年
前
の
市
長
選
挙
に
も
出
馬
意
思

が
あ
っ
た
が
、
迂
回
寄
附
の
発
覚
で
、

断
念
し
た
こ
と
に
間
違
い
な
い
か
。

　
　
園
部
前
市
長
の
退
職
手
当
が
特
例

条
例
に
よ
り
不
支
給
で
あ
っ
た
こ
と
や

市
長
報
酬
が
２５
％
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
つ
い
て
は
認
識
し
て
い
た
。

　
３
年
前
の
選
挙
の
出
馬
断
念
に
つ
い

て
は
、
間
違
い
な
い
。

　
　
市
長
退
職
金
が
既
に
ゼ
ロ
で
、
市

長
報
酬
も
２５
％
カ
ッ
ト
し
て
い
る
こ
と

を
知
っ
て
い
た
以
上
、「
市
長
退
職
金
、

ゼ
ロ
へ
！
市
長
報
酬
２０
％
カ
ッ
ト
」
は

「
で
た
ら
め
の
公
約
」
で
あ
る
。
そ
の

公
約
で
市
長
選
を
戦
い
、
市
民
と
支
援

者
に
良
心
の
呵
責
、
す
な
わ
ち
間
違
っ

た
こ
と
を
し
て
申
し
わ
け
な
い
と
思
わ

な
い
の
か
。
ま
た
、
松
井
知
事
も
知
っ

て
い
た
の
か
。

　
　
で
た
ら
め
な
公
約
だ
と
は
考
え
て

い
な
い
た
め
、
良
心
の
呵
責
を
特
段
感

じ
る
こ
と
は
な
く
、
応
援
し
て
も
ら
っ

た
方
々
に
対
し
、
感
謝
し
て
い
る
。
ま

た
、
報
酬
の
２０
％
カ
ッ
ト
や
退
職
金
ゼ

ロ
に
つ
い
て
の
説
明
を
し
た
上
で
、
大

阪
維
新
の
会
よ
り
公
認
さ
れ
た
。

　
　

迂
回
寄
附
と
い
う
手
法
を
用
い
、

最
大
で
約
１
９
２
万
円
の
所
得
税
控
除

を
受
け
た
が
、
修
正
申
告
を
し
て
税
金

を
納
め
た
の
か
。
納
め
た
の
な
ら
、
そ

れ
を
証
す
る
書
類
を
公
開
す
る
の
か
。

　
　
修
正
申
告
は
そ
の
年
に
行
い
、
書

類
は
あ
る
と
は
思
う
が
、
金
額
は
恐
ら

く
１
８
０
万
円
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て

い
る
。
書
類
の
公
表
に
関
し
て
は
、
改

め
て
検
討
し
た
い
。

２
０
２
５
年
問
題
に
つ
い
て

　
　
２７
年
第
４
回
定
例
会
で
、
２
０
２

５
年
問
題
に
関
す
る
決
議
が
全
会
一
致

で
採
択
さ
れ
た
が
、
こ
の
決
議
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
、
具
体
的
に
ど
の
施
策
を

考
え
て
い
る
の
か
。

　
　
決
議
が
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た

事
実
を
重
く
受
け
と
め
、
人
口
減
少
の

中
で
７５
歳
以
上
人
口
の
増
加
が
見
込
ま

れ
る
こ
と
か
ら
、
市
民
生
活
へ
の
影
響

な
ど
深
刻
な
問
題
と
捉
え
て
い
る
。
こ

の
問
題
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
へ
の
影
響

が
予
測
さ
れ
る
た
め
、
全
庁
で
の
情
報

共
有
を
図
り
、
誰
も
が
生
活
全
般
に
わ

た
る
サ
ー
ビ
ス
を
切
れ
目
な
く
享
受
で

き
る
よ
う
課
題
解
決
に
向
け
、
取
り
組

み
た
い
。

　
　
ま
た
、
く
す
の
き
広
域
連
合
で
実

施
し
て
い
る
介
護
保
険
の
あ
り
方
に
つ

い
て
の
市
長
の
見
解
は
。

　
　
介
護
保
険
事
業
の
く
す
の
き
広
域

連
合
で
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
一
定
の

課
題
が
あ
る
も
の
の
、
当
面
は
連
携
を

密
に
し
な
が
ら
新
し
い
総
合
事
業
な
ど

に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

無
償
化
の
財
源
に
つ
い
て

　
　
幼
児
教
育
と
保
育
の
無
償
化
の
財

源
と
必
要
金
額
は
。
ま
た
、
子
ど
も
医

療
費
助
成
の
枠
組
み
と
必
要
な
財
源
は
。

　
　
幼
児
教
育
と
保
育
の
無
償
化
に
つ

い
て
は
、
所
得
制
限
を
設
け
ず
５
歳
児

を
無
償
化
し
た
場
合
、
年
間
約
１
億
３

０
０
０
万
円
、
子
ど
も
医
療
費
助
成
に

つ
い
て
は
、
所
得
制
限
を
設
け
ず
１８
歳

ま
で
拡
充
の
場
合
、
年
間
約
１
億
１
０

０
０
万
円
を
必
要
と
見
込
ん
で
い
る
。

　
財
源
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
等
の
特

定
財
源
の
積
極
的
活
用
に
加
え
、
事
業

の
見
直
し
等
に
よ
り
限
ら
れ
た
財
源
を

再
構
築
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度

か
ら
財
源
の
確
保
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

事
務
事
業
継
続
検
証
審
議
会 　
　

に
つ
い
て

　
　
本
市
で
は
、
６
年
間
で
延
べ
１
６

０
０
人
も
の
市
民
や
外
部
の
学
識
委
員

が
参
加
し
て
行
政
評
価
を
実
施
し
て
き

て
い
る
が
、
こ
れ
に
重
複
す
る
事
務
事

業
継
続
検
証
審
議
会
は
、
何
人
で
幾
つ

の
事
業
を
何
日
で
検
証
す
る
の
か
。

　
　
同
審
議
会
は
新
た
な
視
点
か
ら
弁

護
士
を
中
心
と
し
た
３
名
の
外
部
委
員

で
構
成
し
、
お
お
む
ね
４
０
０
事
業
を

８
回
の
会
議
で
検
証
予
定
で
あ
る
。

自　

由　

民　

主　

党土
山　

重
樹

佐
藤　

親
太

中
道　
　

茂

　池田　治子
質問者

問 問

問問問

答 答

答答答

問問問 答答答
　
　
選
挙
で
は
「
市
長
報
酬
２０
％
カ
ッ

ト
」
す
る
と
公
約
し
た
が
、「
既
に
２５

％
の
減
額
と
し
て
い
る
た
め
変
更
は
行

わ
な
い
」
は
、
公
約
違
反
で
は
な
い
か
。

　
　
条
例
本
則
の
市
長
報
酬
額
の
カ
ッ

ト
に
つ
い
て
公
約
し
た
も
の
で
、
公
約

違
反
で
は
な
い
。

　
　
市
民
を
ペ
テ
ン
に
か
け
る
卑
劣
な

公
約
。「
身
を
切
る
改
革
」
と
言
っ
て
、

実
は
現
在
の
報
酬
よ
り
も
増
額
す
る
公

約
だ
っ
た
の
か
。

　
　
公
約
通
り
の
削
減
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
報
酬
額
よ
り
増
額
と
な
る
た
め
、

所
信
表
明
で
説
明
を
し
た
。

　
　

旧
ダ
イ
エ
ー
跡
地
を
め
ぐ
っ
て
、

光
亜
興
産
ら
に
対
し
、
建
物
を
除
却
す

る
だ
け
で
２９
億
円
余
り
の
補
償
金
を
支

払
う
税
金
の
無
駄
遣
い
や
、
大
手
建
設

会
社
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
に
対
し
、
根

拠
な
く
５
億
円
の
助
成
金
を
支
払
う
問

題
に
つ
い
て
ど
う
対
応
す
る
の
か
。

　
　
「
２９
億
円
問
題
」
に
つ
い
て
は
、

住
民
訴
訟
被
告
と
し
て
重
く
受
け
と
め
、

結
審
に
向
け
て
粛
々
と
対
応
す
る
。

　
５
億
円
の
助
成
金
支
出
に
つ
い
て
は
、

国
の
制
度
の
趣
旨
に
沿
っ
て
要
綱
の
運

用
が
行
わ
れ
た
と
認
識
し
て
い
る
。

　
　
安
保
法
制
の
発
動
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
、
原

発
再
稼
働
、
高
齢
者
へ
の
大
負
担
増
、

憲
法
改
悪
の
動
き
な
ど
、
安
倍
暴
走
政

治
に
対
す
る
認
識
は
。

　
　
市
民
の
安
全
・
財
産
を
守
る
立
場

を
踏
ま
え
、
今
後
の
動
向
を
注
視
す
る
。

　
　
公
的
責
任
や
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
後

退
は
許
さ
れ
な
い
。
大
阪
維
新
の
会
の

政
策
を
ど
の
よ
う
に
具
体
化
す
る
の
か
。

　
　
大
阪
維
新
の
会
の
政
策
で
、
真
に

本
市
が
よ
り
よ
い
ま
ち
と
な
る
よ
う
な

施
策
で
あ
れ
ば
、
理
解
を
得
な
が
ら
推

進
し
て
い
く
。

　
　
大
阪
維
新
の
会
は
、
副
首
都
化
と

と
も
に
市
町
村
合
併
の
推
進
も
掲
げ
て

い
る
が
、
隣
の
守
口
市
と
の
合
併
な
ど

必
要
と
考
え
て
い
る
の
か
。

　
　
副
首
都
化
の
議
論
も
注
視
す
る
必

要
が
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
合
併
を

考
え
る
状
況
に
な
い
。

　
　
「
幼
児
教
育
や
保
育
の
無
償
化
」

は
全
く
無
料
と
す
る
の
か
。

　
　
ま
ず
は
保
育
所
、
幼
稚
園
及
び
認

定
こ
ど
も
園
を
利
用
す
る
５
歳
児
を
対

象
に
完
全
無
償
化
に
向
け
、
具
体
の
検

討
を
行
っ
て
い
く
。

　
　
「
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の
高

校
生
ま
で
の
拡
充
」
は
所
得
制
限
な
し

で
の
拡
充
か
。

　
　
所
得
制
限
を
設
け
ず
実
施
す
る
方

向
で
検
討
す
る
。

　
　

審
議
会
に
お
け
る
検
証
基
準
は
、

審
議
会
で
定
め
る
と
し
、
見
直
し
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
１２
月
中
に
検
証
結
果

の
答
申
を
受
け
る
と
い
う
拙
速
な
も
の
。

ど
の
よ
う
な
庁
内
議
論
を
経
て
新
年
度

予
算
等
に
反
映
す
る
の
か
。

　
　
答
申
内
容
を
速
や
か
に
全
庁
で
共

有
し
、
議
会
の
議
論
や
所
管
部
局
の
考

え
を
踏
ま
え
、
予
算
査
定
等
の
中
で
、

総
合
的
に
判
断
す
る
。

府
営
住
宅
の
市
へ
移
管
に
つ
い
て

　
　
府
営
住
宅
の
市
へ
の
移
管
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
困
難
と
し
て
い
た
が
、

「
移
管
す
べ
く
協
議
す
る
」
と
述
べ
た

の
は
結
論
あ
り
き
か
。

　
　
移
管
あ
り
き
で
は
な
く
、
市
議
会

を
初
め
市
民
の
声
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、

慎
重
に
検
討
す
る
。

日　

本　

共　

産　

党堀
尾　

晴
真

豊
北　

裕
子

亀
井　
　

淳

　福田　英彦
質問者

「
市
長
報
酬
２０
％
カ
ッ
ト
」
と

公
約
し
な
が
ら
「
変
更
し
な
い
」

は
公
約
違
反
で
は
な
い
か

開
発
会
社
言
い
な
り
の
２９
億
円

問
題
と
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
に　

対
す
る
根
拠
の
な
い
５
億
円
の

助
成
金
問
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て

安
倍
暴
走
政
治
に
対
す
る

認
識
に
つ
い
て

門
真
を
な
く
す

市
町
村
合
併
の
考
え
に
つ
い
て

「
幼
児
教
育
や
保
育
の
無
償
化
」

「
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の

高
校
生
ま
で
の
拡
充
」
に
つ
い
て

維
新
政
治
の

門
真
へ
の
持
ち
込
み
に
つ
い
て

市
長
の
考
え
を
示
さ
ず
、

審
議
会
丸
投
げ
や
２
カ
月
余
り
で

前
市
政
の
事
業
見
直
し
は
拙
速

問問問

問 問 問 問

答 答 答

答答答答
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一般質問

全
事
業
を
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で

見
直
す
こ
と
に
つ
い
て

　
　
急
激
な
人
口
減
少
や
担
税
力
の
あ

る
子
育
て
世
代
の
転
出
に
よ
る
税
収
減

少
、
少
子
高
齢
化
、
イ
ン
フ
ラ
の
再
整

備
等
で
の
ま
ち
づ
く
り
コ
ス
ト
の
増
大

が
想
定
さ
れ
る
が
、
市
の
魅
力
を
向
上

さ
せ
る
た
め
の
工
夫
や
目
指
す
成
果
は
。

　
　
限
り
あ
る
財
源
の
中
で
、
最
少
の

コ
ス
ト
で
最
大
の
効
果
を
上
げ
る
た
め
、

全
て
の
事
業
を
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
見
直
し
、

子
育
て
施
策
な
ど
市
民
ニ
ー
ズ
に
し
っ

か
り
応
え
、
市
の
魅
力
を
高
め
る
こ
と

が
で
き
る
予
算
編
成
を
目
指
す
。

市
役
所
改
革
に
つ
い
て

　
　
何
で
も
議
論
で
き
る
風
通
し
の
良

い
組
織
風
土
を
つ
く
る
こ
と
は
重
要
だ

が
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
の
考
え
と
、

そ
の
先
に
あ
る
市
役
所
の
イ
メ
ー
ジ
は
。

　
　
特
に
若
い
職
員
が
部
局
の
枠
や
従

来
の
手
法
・
考
え
方
に
と
ら
わ
れ
ず
、

柔
軟
で
新
た
な
発
想
を
提
案
で
き
る
組

織
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、

失
敗
を
恐
れ
ず
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
よ
う
と

い
う
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
及
び
事
務
効
率
の
向
上

に
つ
な
げ
る
た
め
の
議
論
を
活
発
に
行

う
風
土
・
環
境
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と

に
よ
り
、
職
員
が
生
き
生
き
と
仕
事
を

し
、
活
気
あ
る
市
役
所
に
し
て
い
く
。

　
　
政
策
を
決
定
す
る
過
程
に
お
い
て
、

政
治
的
な
中
立
性
・
公
平
性
は
重
要
で

あ
り
、
誰
の
た
め
の
行
政
・
政
策
で
あ

る
か
を
市
民
に
理
解
・
納
得
し
て
も
ら

え
る
よ
う
透
明
化
し
、
わ
か
り
や
す
く

し
て
も
ら
い
た
い
が
、
意
気
込
み
は
。

　
　
職
員
一
人
一
人
が
市
役
所
の
顔
で

あ
る
こ
と
を
意
識
し
、
特
定
の
人
・
組

織
の
利
害
の
た
め
で
は
な
く
、
全
体
の

奉
仕
者
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
て
行
動

す
る
と
と
も
に
、
行
政
の
透
明
性
を
確

保
し
、
説
明
責
任
を
果
た
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま

た
、
市
民
と
の
信
頼
関
係
を
構
築
す
る

た
め
に
は
、
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て

も
、
全
職
員
が
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
行

動
を
実
践
し
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
に

全
力
を
挙
げ
て
職
務
に
取
り
組
み
、
政

治
的
中
立
性
の
も
と
、
業
務
の
公
正
な

運
営
に
つ
い
て
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
常
に
念
頭
に
お
い
て
行
動
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

子
育
て
・
教
育
に
つ
い
て

　
　
子
育
て
世
代
の
流
入
を
促
し
、
流

出
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
隣
接
す
る
大
阪

市
に
負
け
な
い
教
育
・
保
育
環
境
の
創

出
や
小
・
中
学
生
の
学
力
向
上
へ
の
対

応
が
課
題
だ
が
、
今
後
の
取
り
組
み
は
。

　
　
ま
ず
は
、
保
育
所
、
幼
稚
園
及
び

認
定
こ
ど
も
園
を
利
用
す
る
本
市
の
５

歳
児
を
対
象
と
し
た
保
育
料
の
完
全
無

償
化
と
、
子
ど
も
医
療
費
助
成
対
象
を

所
得
制
限
を
設
け
ず
に
高
校
生（
18
歳
）

ま
で
に
拡
大
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

学
力
向
上
に
つ
い
て
は
、
魅
力
あ
る
教

育
づ
く
り
審
議
会
を
設
置
し
、
施
策
の

あ
り
方
と
長
期
的
視
野
に
立
っ
て
取
り

組
む
べ
き
こ
と
等
に
つ
い
て
審
議
す
る
。

　
　
受
給
者
の
一
部
に
不
正
が
あ
る
こ

と
は
、
市
民
の
納
税
意
欲
の
低
下
な
ど
、

不
正
受
給
額
以
上
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響

が
あ
る
と
考
え
る
が
、
今
後
の
取
り
組

み
は
。

　
　
生
活
保
護
行
政
へ
の
信
頼
向
上
の

た
め
、
情
報
ダ
イ
ヤ
ル
の
活
用
な
ど
に

よ
り
、
必
要
な
市
民
が
生
活
保
護
を
受

給
で
き
る
よ
う
、
ま
た
、
悪
質
な
保
護

受
給
者
に
対
し
て
は
刑
事
告
訴
も
含
め
、

厳
正
に
対
処
等
行
い
、
法
に
の
っ
と
っ

た
適
正
な
執
行
に
努
め
る
。

　
　
先
日
行
わ
れ
た
子
ど
も
議
会
で
も
、

ふ
る
里
門
真
ま
つ
り
の
復
活
が
要
望
さ

れ
た
よ
う
に
、
歴
史
・
伝
統
文
化
を
通

し
て
郷
土
愛
を
育
む
と
と
も
に
、
こ
れ

ら
を
次
世
代
に
継
承
で
き
る
よ
う
な
工

夫
が
必
要
だ
と
考
え
る
が
、
見
解
は
。

　
　
ふ
る
里
門
真
ま
つ
り
を
望
む
声
が

多
く
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
祭
り

は
郷
土
愛
を
育
む
な
ど
の
効
果
が
期
待

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後

は
、市
民
の
意
見
も
聞
き
な
が
ら
、市・

市
民
・
企
業
等
が
一
体
と
な
っ
た
祭
り

の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。

ま
た
、
地
域
の
郷
土
芸
能
や
祭
り
に
つ

い
て
も
、
地
域
の
伝
統
文
化
が
継
承
さ

れ
る
よ
う
情
報
提
供
や
連
携
に
努
め
る
。

緑　

風　

ク　

ラ　

ブ五
味　

聖
二

今
田　

哲
哉

吉
水　

丈
晴

　大倉　基文
質問者

歴
史
や
伝
統
文
化
の
継
承
に
つ
い
て

生
活
保
護
の
不
正
受
給
に
よ
る

影
響
に
つ
い
て

問答問

問 問

問問

答

答 答

答答

問問 答答

　
　
民
間
幼
稚
園
は
毎
年
府
か
ら
何
千
万
円
も
補

助
金
を
受
け
て
お
り
、
政
治
資
金
規
正
法
で
政
治

家
へ
の
献
金
は
禁
止
だ
が
、
市
長
は
府
議
時
代
に

門
真
市
内
の
民
間
幼
稚
園
の
理
事
長
か
ら
政
治
献

金
を
受
け
て
い
る
。
市
長
選
前
に
は
こ
れ
を
合
法

と
す
る
認
識
を
私
に
回
答
し
た
が
、
今
も
同
じ
か
。

今
後
も
役
員
か
ら
の
献
金
を
受
け
て
い
く
の
か
？

　
　
同
法
の
趣
旨
に
則
っ
た
対
応
で
変
わ
ら
な
い
。

　
　
宮
本
氏
は
候
補
者
討
論
会
で
「
門
真
団
地
は

何
が
問
題
か
と
言
う
と
、
す
ぐ
そ
ば
の
砂
子
小
学

校
、
子
ど
も
が
３
０
０
人
い
て
る
、
そ
の
１
０
０

人
近
く
が
『
渡
日
の
子
』
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い

う
教
育
環
境
の
ま
ず
さ
、
悪
さ
を
ど
う
解
決
し
て

い
く
か
が
非
常
に
重
要
。
門
真
団
地
の
建
て
か
え

を
し
て
い
く
、
残
っ
た
団
地
を
有
効
活
用
し
て
民

間
に
活
性
を
し
て
も
ら
う
。
と
こ
ろ
が
す
ぐ
そ
ば

に
小
学
校
が
あ
る
。
そ
う
い
う
状
況
で
は
到
底
新

し
い
住
民
を
呼
ん
で
き
て
、
そ
こ
に
家
買
う
て
住

も
う
と
い
う
方
は
い
ま
せ
ん
。」と
の
発
言
を
し
た
。

　
こ
の
発
言
は
「
中
国
か
ら
の
渡
日
児
童
」
と
い

う
特
定
集
団
や
砂
子
小
学
校
を
名
指
し
し
て
侮
辱

・
差
別
し
、
偏
見
と
差
別
意
識
を
広
め
る
も
の
で

あ
り
、
宮
本
市
長
は
関
係
者
全
て
に
謝
罪
の
意
志

を
示
す
べ
き
と
思
う
が
、
ど
う
か
？

　
　
渡
日
児
童
や
砂
子
小
学
校
を
侮
辱

し
差
別
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
四
條
畷
市
で
は
、
農
薬
や
農
機
具
を
使
わ
ず
、

砂
の
培
地
を
腰
高
に
す
る
こ
と
で
農
作
業
を
軽
減

で
き
る
高
床
式
砂
栽
培
を
就
労
準
備
支
援
事
業
の

受
け
皿
と
な
る
事
業
者
と
の
協
働
に
よ
り
運
営
し
、

そ
の
事
業
者
が
生
活
困
窮
者
等
を
直
接
雇
用
す
る

こ
と
で
、
農
業
・
福
祉
の
連
携
を
図
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
る
。
本
市
と
し
て
も
、
生
活
困
窮
者
等

の
就
労
支
援
を
目
的
に
市
内
企
業
へ
支
援
・
協
力

を
呼
び
か
け
る
な
ど
、
公
民
協
働
の
一
つ
の
形
と

し
て
推
進
で
き
な
い
か
。

　
　
現
在
の
就
労
支
援
は
、
市
内
及
び
近
隣
各
市

に
お
け
る
企
業
等
へ
の
就
職
の
あ
っ
せ
ん
が
中
心

で
事
業
創
設
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
同

市
の
運
営
体
制
で
の
実
施
は
現
状
で
は
困
難
だ
が
、

生
活
困
窮
者
や
障
が
い
者
等
の
就
労
先
と
し
て
は
、

よ
い
実
例
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
今
後
、
市
内

事
業
者
に
お
け
る
事
業
化
へ
の
動
き
な
ど
を
注
視

し
つ
つ
、
生
活
困
窮
者
等
の
就
労
に
よ
る
自
立
に

向
け
た
活
用
が
で
き
る
よ
う
調
査
研
究
す
る
。

　
　
四
條
畷
市
で
は
、
給
食
に
砂
栽
培
野
菜
を
今

後
取
り
入
れ
る
な
ど
地
場
食
材
を
推
進
し
て
い
る

が
、
本
市
の
地
場
産
の
目
標
使
用
率
と
考
え
方
は
。

　
　
本
市
独
自
の
目
標
は
定
め
て
い
な
い
が
、
内

閣
府
で
は
、
学
校
給
食
に
お
い
て
都
道
府
県
単
位

で
の
地
場
産
物
を
使
用
す
る
割
合
を
32
年
度
ま
で

に
全
国
平
均
30
％
以
上
と
す
る
と
し
て
お
り
、
こ

の
目
標
に
近
づ
け
る
べ
く
、
北
河
内
の
食
材
を
中

心
と
し
て
府
内
で
栽
培
等
さ
れ
て
い
る
食
材
を
で

き
る
だ
け
給
食
で
使
用
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

森　　博孝
（無所属）

戸田　久和
（無所属）

高
床
式
砂
栽
培
を
活
用
し
た

就
労
支
援
と
地
場
産
の
推
進
に
つ
い
て

献
金
禁
止
団
体
の
理
事
長
か
ら
宮
本
氏

が
献
金
を
受
け
た
問
題
に
つ
い
て

渡
日
児
童
や
砂
子
小
に
対
す
る
宮
本
氏

の
差
別
発
言
に
つ
い
て

問問答 答
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■所信表明に対する代表質問の要旨（大会派・公党順）

公明党　　武田　朋久
１　門真市の現状認識について
　⑴　財政について
　⑵　国・府との関係性について
　⑶　全体的な把握、認識について
２　市役所改革について
　⑴　「市のめざす方向」について
　⑵　「政治」と「政策」について
　⑶　人事評価制度について
３　子育て・教育について
　⑴　幼児教育・保育の無償化について
　⑵　子ども医療費助成について
　⑶　待機児童対策について
　⑷　「小・中学生の学力向上」について
　⑸　財源について
　⑹　今後の展望について
４　福祉政策について
　⑴　高齢者施策について
　⑵　障がい者施策について
　⑶　生活保護制度について
５　地域社会の形成について
　⑴　「地域の歴史と伝統文化」について
　⑵　公民協働のあり方について
　⑶　防犯について
　⑷　産業振興について
６　今後のまちづくりについて
　⑴　北部地域について
　⑵　南部地域について
　⑶　防災について
　⑷　府営住宅移管について
７　門真市の今後について
　⑴　女性の活躍について
　⑵　第５次総合計画について
　⑶　事業見直しについて
　⑷　副首都化と門真市の関係について
自由民主党　　池田　治子
１　選挙ビラ及び選挙公報の記述について
２　202�年問題について
３　門真まつりについて
４　無償化の財源について
５　事務事業継続検証審議会について
６　府営住宅の移管について
７　市役所改革について
８　財政について
日本共産党　　福田　英彦
１　市長の政治姿勢について
　⑴　安倍暴走政治に対する認識について
　⑵　維新政治の門真への持ち込みについて
　⑶　門真をなくす「市町村合併」の考えについて
２　市長報酬変更なしは「公約違反」について
　⑴　現在の市長報酬は２５パーセント減額したもので、「既に２５
　　パーセントの減額としているため、変更は行わない」は公約違
　　反ではないかについて
３　「市役所改革」について
　⑴　現状認識と課題、改革の方向について
４　子育て・教育について
　⑴　保育所「待機児童ゼロ」の具体的方策について
　⑵　「幼児教育や保育の無償化」並びに「子ども医療費助成制
　　度の高校生（18歳）までの拡充」について
　⑶　子どもの貧困問題について
　⑷　市独自の35人学級、図書館司書配置の拡充について
５　福祉政策について
　⑴　「温もりのある」高齢者・障がい者施策の推進について
　⑵　２０２５年問題について
　⑶　行政こそが法令を順守すべき生活保護行政について
６　まちづくりについて
　⑴　「公民協働のまちづくり」の考えについて
　⑵　住宅市街地総合整備事業における開発会社言いなりの
　　「２９億円問題」とマンション建設に対する根拠のない５億円
　　の助成金問題への対応について
　⑶　「公園面積が少ない現状を改善」の具体的考えについて
　⑷　大阪府営住宅の本市への移管問題について
　⑸　前市政の事業を「ゼロベースで見直す」ことについて
　⑹　産業振興、ものづくり企業への支援について
緑風クラブ　　大倉　基文
１　事業について、改めて客観的な振り返り・検証を行うことに
　ついて
　⑴　ゼロベースでの事業の見直しについて

　⑵　今後に引き継ぐべき事業と見直すべき事業の精査と、よ
　　り実効性のある事業への再構築について
２　市役所改革について
　⑴　何でも議論できる風通しの良い組織風土について
　⑵　政治的な中立性・公平性について
　⑶　すぐれた人材の育成について
３　子育て・教育について
　⑴　子育て世代の流入を促し、流出を防ぐことについて
　⑵　隣接する大阪市に負けない教育・保育環境の創出について
　⑶　待機児童ゼロの早期実現について
４　福祉政策について
　⑴　高齢者・障がい者を支える施策の充実について
　⑵　生活保護制度の法にのっとった適正な受給について
５　これからのまちづくりについて
　⑴　地域の歴史と伝統文化を大切にし、郷土愛を育み次の世代
　　にしっかり継承していける環境づくりについて
　⑵　公民協働によるまちづくりについて
　⑶　密集市街地の解消について

森　　博孝　（無所属）
１　砂栽培を活用した四條畷市の取り組みについて
　⑴　砂栽培の特徴について
　⑵　四條畷市の活用及び展開について
　⑶　今後に向けた活用の検討について
戸田　久和　（無所属） 
１　先進的な反ヘイト施策や「住民の安全と尊厳を守る行政責務」
　を継続するかについて
　⑴　門真市の先進的な反ヘイト人権施策や「住民の安全と尊厳
　　を守る行政責務」の宮本市長の認識について
　⑵　宮本市長は府議時代に一度も「反ヘイトの公的表明」をし
　　たことがないのではないかなどについて
２　宮本市長が議会質問のための事実確認を詭弁と無所属議員
　差別で妨害した事件について
　⑴　「７／１３候補者討論会」動画での宮本氏の「砂子小・渡日
　　児童差別発言」部分に関する、戸田の「９／２動画文字起こ
　　し校正要請」への敵対的かつ詭弁を弄した対応について
　⑵　戸田と対応した秘書広報課長や総合政策部次長が、文書管
　　理規定に反して「９／２要請文」を放棄しようとしたことに
　　ついて
　⑶　この戸田への文書突き返し行為と宮本市長の指示の有無な
　　どについて
３　宮本市長の戸田との対応スタンスについて
　⑴　市長選挙時、宮本事務所を訪れた市民に、幹部的な運動員
　　が「戸田なんかやめさせてやる」と放言したことについて
　⑵　戸田は宮本氏について「政治資金規正法違反などあるから
　　早期退陣に追い込む」と公言しているが、合法性の範囲内で
　　宮本氏も戸田へのスタンスを率直に公言すればいいことなど
　　について
４　宮本氏の説明責任の欠如や遵法意識の欠如について　
　⑴　体育協会の会長だった時代に、「戸田議員からの質問には
　　一切回答しない」としたことや、長年の「違法な看版」「身
　　分詐称看板」などについて
５　献金禁止団体の理事長から宮本氏が献金を受けた政治資金規
　正法違反について
　⑴　政治献金が禁止されている民間幼稚園の理事長から、政治
　　献金を受けていたことについて
　⑵　献金者の「職業」記載欄に「氏名」を書いたり、単に「団
　　体役員」と記載したことなどについて
６　ヘイト右翼凶悪犯の荒巻靖彦と宮本氏の親密交際疑惑につい
　て
　⑴　元在特会幹部で、門真市で高校時代まで過ごした荒巻靖彦
　　という「ヘイト右翼凶悪犯罪者」が、「宮本さんが自分の店
　　に何度も来た」、「宮本さんはすばらしい」と動画で吹聴し
　　ていることなどについて
７　宮本氏運動員による戸田へのデマ宣伝について
　⑴　宮本氏の選挙運動員が「戸田は裏金をもらっている」等の
　　デマ宣伝を吹聴していたことなどについて
　⑵　門真市における「デマ宣伝風潮」などについて
８　市外の右翼の門真市政への執拗な介入について
　⑴　宮本市長の事実認識などについて
９　渡日の児童や住民と砂子小に対する宮本氏の差別発言につい
　て
　⑴　「７／１３候補者討論会」動画での宮本氏の「砂子小・渡日
　　児童差別発言」などについて
　⑵　宮本氏の府議時代における「門真団地問題」や「渡日児童
　　への支援」などの関与などについて

■市政に対する一般質問の要旨



議 会 だ よ り 平成28年11月1日　（8）　

議 会 活 動 日 誌 （平成28年6月１日〜7月31日）

　８・　５　大阪府市議会議長会理事会
　　　　８　議会運営委員会
　　　　10　大阪広域水道企業団議会臨時会
　　　　20　門真市子ども議会
　　　　23　大阪府市議会議長会総会
　９・　１　議会運営委員会　　　　　
　　　　７　本会議（第３回定例会開会）
　　　　　　決算特別委員会
　　　　15　議会運営委員会
　　　　　　本会議
　　　　16　本会議

　９・　21　総務建設常任委員会
　　　　23　民生常任委員会
　　　　26　議会運営委員会
　　　　27　文教常任委員会         
　　　　30　議会運営委員会
　　　　　　本会議（第３回定例会閉会）
　10・　13　決算特別委員会
　　　　18　近畿市議会議長会議長研修会　 
　　　　24　決算特別委員会
　　　　27　大阪府市議会議長会理事会
　　　　28　決算特別委員会

議 会 活 動 日 誌 （平成28年８月1日〜10月31日）

　
公　明　党 自由民主党 日本共産党 緑風クラブ
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条　　例

議案第59号
市長等の退職手当の支給額の特例に関する条
例の制定について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 × 可決

議案第60号
上下水道事業の組織統合に伴う関係条例の整
備に関する条例の制定について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議案第61号
門真市附属機関に関する条例の一部改正につ
いて

× × × × × × × × × × × × × × 〇 〇 〇 〇 〇 × 否決

議案第62号
門真市一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任
用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一
部改正について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議案第63号 門真市税条例等の一部改正について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議案第64号
門真市家庭的保育事業等の設備及び運営に関
する基準を定める条例の一部改正について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議案第65号
門真市立市民公益活動支援センタ—条例の一
部改正について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議案第66号 門真市水道条例の一部改正について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

その他の
議　　案

議案第56号
公共下水道桑才第１管渠

きよ

築造工事請負契約の
締結について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議案第57号
（仮称）門真市立総合体育館建設工事請負契
約の一部変更について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議案第58号
公共下水道島頭第１管渠

きよ

築造工事請負契約の
一部変更について

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

 
補正予算

議案第67号

平成28年度門真市一般会計補正予算（第６号）
に対する修正案

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

平成28年度門真市一般会計補正予算（第６号）
修正部分を除く原案

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議案第68号
平成28年度門真市国民健康保険事業特別会計
補正予算（第４号）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議案第69号
平成28年度門真市公共下水道事業特別会計補
正予算（第２号）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

人事案件

議案第70号
教育委員会委員（桜井智恵子）の任命につい
て

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 同意

議案第71号 教育委員会委員（髙橋元）の任命について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 同意

議案第72号 副市長（中迫悟志）の選任について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 〇 〇 × 同意

議案第73号
教育委員会教育長（久木元秀平）の任命につ
いて

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × 同意

決算案件

議案第55号
平成27年度門真市水道事業剰余金の処分につ
いて

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 継続審査

認定第１号 平成27年度門真市歳入歳出決算認定について — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 継続審査

認定第２号
平成27年度門真市水道事業会計決算認定につ
いて

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 継続審査

（
議
長
に
つ
き
、
採
決
に
参
加
な
し
）

※表の見方　『○』は賛成、『×』は反対。会派名は大会派・公党順、議員名は議席順。

第３回定例会で審議された案件と議決結果 会派名

議員名

議案番号　　　　　　　　　議案名


